




文京区における「ぶんきょう涼み処」と「クーリングシェルター」の取り扱いについて

ぶんきょう涼み処
指定暑熱避難施設

（クーリングシェルター）

目的
外出時の熱中症予防

（外出途中に立ち寄って暑さを避け、休息を図る）

熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）発表時の
熱中症による健康被害防止

（諸事情でエアコンを使用できない方に空間を確保）

根拠法 なし 改正気候変動適応法

開設・開放期間 令和6年7月1日～令和6年9月30日
令和6年10月23日までの期間内の

熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）の発表時

開設・開放日 施設の開館日・開館時間のとおり 施設の開館日・開館時間のとおり

R6年度予定施設
区有施設 39か所
区内調剤薬局 16か所

区有施設 39か所
都立施設 2か所

施設の要件 暑さが避けられること 適当な冷房設備を有すること

施設の対応 涼み処ポスターの掲示
とくになし

（希望があれば、環境省作成の指定暑熱避難施設ポスター
を印刷しお渡しします）

周知
区ホームページ（涼み処の頁）・区報（6/25号）
区公式SNS・涼み処マップ配架

区ホームページ（熱中症特別警戒アラートの頁）
区報（6/25号）・東京都環境局ホームページ

涼み処

クーリングシェルターに転換

【熱中症特別警戒アラート発表時のイメージ】

熱中症特別警戒情報発表 ➡防災課から管理職に連絡 ➡所管課で各施設へ周知


